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顧客に関する情報のより一層の保護に向けた「協会員の従業員に関する規則」等の 

一部改正について（案） 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 20 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 

本協会では、2022 年７月 20 日付で公表した「自主規制規則の見直しに関する検討計画」1に

基づき、協会員の役職員の情報漏えい等行為に対する処分の厳格化等について、「協会員の役

職員に対する処分に関するワーキング・グループ」（2022 年９月設置）2において基本的な方向

性に係る議論を行い、当該議論の内容を踏まえ、本年３月以降、「自主規制規則の改善等に関

する検討ワーキング・グループ」において、顧客に関する情報に係る禁止行為の拡充について

検討を行ってきたところである。 

今般、「自主規制規則の改善等に関する検討ワーキング・グループ」における検討結果を踏

まえ、顧客に関する情報に係る禁止行為を拡充することにより顧客に関する情報のより一層の

保護を図るため、「協会員の従業員に関する規則」、「金融商品仲介業者に関する規則」及び

「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」を一部改正することとする。 

 

 

Ⅱ．改正の骨子 

１．「協会員の従業員に関する規則」の一部改正（別紙１） 

(1) 役職員が協会員を退職するに当たり、顧客に関する情報について当該協会員へ返却又は

消去しないことを禁止行為に加えることとする。 

（第７条第 15 号イ） 

(2) 他の協会員の顧客に関する情報を不正に取得することを禁止行為に加えることとする。 

（第７条第 15 号ロ） 

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる禁止行為を通じて保持している顧客に関する情報について、自

らの職務に使用することを禁止行為に加えることとする。また、他者から提供を受けた

顧客に関する情報について、当該顧客に関する情報が(1)及び(2)に掲げる禁止行為を通

じて取得されたものであることを知りながら自らの職務に使用することを禁止行為に

加えることとする。 

（第７条第 15 号ハ、同号ニ） 

(4) 職務上知り得た秘密の漏えいに係る禁止行為を顧客に関する情報の漏えいに係る禁止

行為として規定し、その対象範囲の明確化等を図ることとする。 

（第７条第 15 号ホ） 

 
1 2022 年７月 20 日付協会員通知「自主規制規則の見直しに関する検討計画について」（日証協（自）2022 第 53

号）参照。https://www.jsda.or.jp/about/jishukisei/minaoshi/minaoshi.html 
2 2022 年９月 20 日付協会員通知「『協会員の役職員に対する処分に関するワーキング・グループ』の設置につ

いて」（日証協（規審）2022 第 76 号）参照。

https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/20220909102518.html 
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２．「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正（別紙２） 

(1) 金融商品仲介業の顧客に関する情報について、金融商品仲介業者の外務員については自

らが当該金融商品仲介業者を退職するに当たり、当該金融商品仲介業者へ返却又は消去

しないことを禁止行為に加えることとする。同様に、個人金融商品仲介業者については、

協会員との間における金融商品仲介業に係る業務委託契約を解除するに当たり、金融商

品仲介業の顧客に関する情報を当該協会員へ返却又は消去しないことを禁止行為に加え

ることとする。 

（第 24 条第 15 号イ） 

(2) 金融商品仲介業者の外務員又は個人金融商品仲介業者において、協会員の顧客に関する

情報又は他の金融商品仲介業者若しくは他の個人金融商品仲介業者における金融商品仲

介業の顧客に関する情報について、不正に取得することを禁止行為に加えることとする。 

（第 24 条第 15 号ロ） 

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる禁止行為を通じて保持している協会員の顧客に関する情報又

は金融商品仲介業の顧客に関する情報について、自らの職務に使用することを禁止行為

に加えることとする。また、他者から提供を受けた顧客に関する情報について、当該顧

客に関する情報が(1)及び(2)に掲げる禁止行為を通じて取得されたものであることを知

りながら、自らの職務に使用することも禁止行為に加えることとする。 

（第 24 条第 15 号ハ、同号ニ） 

(4) 金融商品仲介業により知り得た秘密の漏えいに係る禁止行為を顧客に関する情報の漏

えいに係る禁止行為として規定し、その対象範囲の明確化等を図ることとする。 

（第 24 条第 15 号ホ） 

 

３．「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正（別紙３） 

(1) 顧客について顧客カード等により知り得た秘密を他に洩らしてはならないとする規定

を、顧客に関する情報を漏えいしてはならないとする規定に改めることとする。 

（第５条第２項、第 13 条の２第１項） 

(2) 協会員は、他の協会員、金融商品仲介業者又は個人金融商品仲介業者の顧客に関する情

報を不正に取得し又は不正に取得した顧客に関する情報を業務に使用し若しくは漏えい

してはならないこととする。 

（第 13 条の２第２項） 

 

 

Ⅲ．施行の時期 

 この改正は、2023 年 11 月１日から施行する。 

 

  



 
 

3 

 

パブリックコメントの募集スケジュール等 

(１) 募集期間及び提出方法 

① 募集期間：2023 年６月 20 日（火）から 2023 年７月 20 日（木）17:00 まで（必着） 

② 提出方法：郵便又は専用フォームにより下記までお寄せください。 

郵送の場合：〒103－0027 東京都中央区日本橋 2-11-2 

             日本証券業協会 自主規制企画部 宛 

専用フォームの場合：https://www.jsda.or.jp/contact/app/Contact.php?id=82 

 

(２) 意見の記入要領 

 件名を「従業員規則等の一部改正に関する意見」とし、次の事項を御記入のうえ、御意見

を御提出ください。 

① 氏名 

② 連絡先（電子メールアドレス、電話番号等） 

③ 会社名（法人又は団体として御意見を提出される場合、その名称を御記入ください。） 

④ 意見の該当箇所 

⑤ 意見 

⑥ 理由 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先 

日本証券業協会 自主規制企画部（TEL 03-6665-6769） 
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「協会員の従業員に関する規則」の一部改正について（案） 

 

令和５年６月 20 日 

（下線部分変更） 

改 正 案 現   行 

  

（禁止行為） （禁止行為） 

第７条 協会員は、その従業員が金商法及び関係

法令において金融商品取引業者の使用人の禁止

行為として規定されている行為（登録金融機関

の使用人に準用されているものを含む。）のほ

か、次の各号に掲げる行為を行うことのないよ

うにしなければならない。 

第７条 協会員は、その従業員が金商法及び関係

法令において金融商品取引業者の使用人の禁止

行為として規定されている行為（登録金融機関

の使用人に準用されているものを含む。）のほ

か、次の各号に掲げる行為を行うことのないよ

うにしなければならない。 

１～14   （ 現行どおり ） １～14   （ 省   略 ） 

15 顧客に関する情報（見込み顧客及び引受部

門、投資銀行部門等の顧客に関する情報を含

み、公知の情報を除く。以下この号において

同じ。）について、次に掲げる行為を行うこと。 

15 職務上知り得た秘密（特定業務会員にあっ

ては特定業務に係るものに、特別会員にあっ

ては登録金融機関業務に係るものに限る。）を

漏洩すること。 

イ 従業員が協会員を退職する場合（第２条

第６号イの出向により受け入れた者につい

ては帰任する場合、同号ニに定める者につ

いては派遣契約が終了する場合をいう。）に

おいて、顧客に関する情報を当該協会員に

返却又は消去しないこと。 

（ 新   設 ） 

ロ 他の協会員の顧客に関する情報又は金融

商品仲介業者若しくは個人金融商品仲介業

者の金融商品仲介業の顧客に関する情報を

不正に取得すること。 

（ 新   設 ） 

ハ イにより保持若しくはロにより取得した

顧客に関する情報又は金融商品仲介業規則

第 24 条第 15 号イにより保持若しくは同号

ロにより取得した顧客に関する情報を職務

に使用すること。 

（ 新   設 ） 

ニ 他者がイにより保持若しくはロにより取

得した顧客に関する情報又は金融商品仲介

業規則第 24 条第 15 号イにより保持若しく

は同号ロにより取得した顧客に関する情報

であることを知りながら当該情報を職務に

使用すること。 

（ 新   設 ） 

別 紙 １ 



2 

改 正 案 現   行 

ホ 顧客に関する情報を漏えいすること。 （ 新   設 ） 

16～27   （ 現行どおり ） 16～27   （ 省   略 ） 

  

付   則  

 この改正は、令和５年 11 月１日より施行する。  

  

 

以 上 
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「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正について（案） 

 

令和５年６月 20 日 

（下線部分変更） 

改 正 案 現   行 

  

（禁止行為） （禁止行為） 

第 24 条 協会員は、個人金融商品仲介業者又は金

融商品仲介業者の外務員が、次の各号に掲げる

行為を行うことのないようにしなければならな

い。 

第 24 条 協会員は、個人金融商品仲介業者又は金

融商品仲介業者の外務員が、次の各号に掲げる

行為を行うことのないようにしなければならな

い。 

１～14   （ 現行どおり ） １～14   （ 省   略 ） 

15 顧客に関する情報（見込み顧客を含み、公

知の情報を除く。以下この号において同じ。）

について、次に掲げる行為を行うこと。 

15 金融商品仲介業により知り得た秘密を漏洩

すること。 

イ 次の⑴又は⑵に掲げる行為 

⑴ 外務員が金融商品仲介業者を退職する

場合において、金融商品仲介業の顧客に

関する情報を当該金融商品仲介業者に返

却又は消去しないこと。 

   ⑵ 個人金融商品仲介業者が所属協会員と

の金融商品仲介業に係る業務委託契約を

解除する場合において、金融商品仲介業

の顧客に関する情報（当該所属協会員の

顧客に関する情報に限る。）を当該所属協

会員に返却又は消去しないこと。 

（ 新   設 ） 

ロ 協会員の顧客に関する情報又は他の金融

商品仲介業者若しくは他の個人金融商品仲

介業者の金融商品仲介業の顧客に関する情

報を不正に取得すること。 

（ 新   設 ） 

ハ イにより保持若しくはロにより取得した

顧客に関する情報又は従業員規則第７条第

15号イにより保持若しくは同号ロにより取

得した顧客に関する情報を職務に使用する

こと。 

（ 新   設 ） 

ニ 他者がイにより保持若しくはロにより取

得した顧客に関する情報又は従業員規則第

７条第 15 号イにより保持若しくは同号ロ

により取得した顧客に関する情報であるこ

（ 新   設 ） 

別 紙 ２ 
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改 正 案 現   行 

とを知りながら当該情報を職務に使用する

こと。 

ホ 顧客に関する情報を漏えいすること。 （ 新   設 ） 

16～19   （ 現行どおり ） 16～19   （ 省   略 ） 

  

付   則  

 この改正は、令和５年 11 月１日より施行する。  

  

 

以 上 

 



 

「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正について（案） 

 

令和５年６月 20 日 

（下線部分変更） 

改 正 案 現   行 

  

（顧客カードの整備等） （顧客カードの整備等） 

第５条    （ 現行どおり ） 第５条    （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ２ 協会員は、顧客について顧客カード等により

知り得た秘密を他に洩らしてはならない。 

２ 協会員は、顧客カードについて、電磁的方法に

より作成及び保存することができる。 

３ 協会員は、顧客カードについて、電磁的方法に

より作成及び保存することができる。 

  

（顧客情報の漏えい等の禁止）  

第 13 条の２ 協会員は、顧客に関する情報（見込

み顧客及び引受部門、投資銀行部門等の顧客に

関する情報を含み、公知の情報を除く。次項にお

いて同じ。）を漏えいしてはならない。 

（ 新   設 ） 

２ 協会員は、他の協会員、金融商品仲介業者（定

款第３条第９号に規定する金融商品仲介業者を

いう。）又は個人金融商品仲介業者（「金融商品仲

介業者に関する規則」第３条の２に規定する個

人金融商品仲介業者をいう。）の顧客に関する情

報を不正に取得し、又は不正に取得した顧客に

関する情報を業務に使用し若しくは漏えいして

はならない。 

 

  

付   則  

この改正は、令和５年 11 月１日より施行する。  

  

 

以 上 

 

別 紙 ３ 
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